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■市の人口

<平成29年３月３１日現在>

人　口　３，489人　

　　男　１，６18人　

　　女　１，871人　

世帯数　２，０11世帯

市では毎年２回、財政状況を公表しています。今回は平成２　市では毎年２回、財政状況を公表しています。今回は平成２９９

年３月３１日現在での、平成２８年度予算の執行状況を中心に、年３月３１日現在での、平成２８年度予算の執行状況を中心に、市市

の借入金や基金の現況などについてお知らせしますの借入金や基金の現況などについてお知らせします。。

なお、最終的な平成２８年度決算については、改めてお知ら　なお、最終的な平成２８年度決算については、改めてお知らせせ

します。 〈財政管財グループ・市役所３します。 〈財政管財グループ・市役所３階階緯緯４２～３２１４４２～３２１４〉〉

財 政 公財 政 公 表表

　
市
の
財
政
は
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計
、

企
業
会
計
の
３
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
に
は
、
市
の
基
本
的
な
経
費

が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
特
別
会
計
で
は
、

特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
の
収
支
が
個
別

に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
企
業
会

計
は
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
事
業

の
会
計
で
、
本
市
に
は
市
立
病
院
の
運
営

を
行
う
病
院
事
業
会
計
が
あ
り
ま
す
。

　
地
方
公
共
団
体
で
は
、
４
月
か
ら
翌
年

３
月
末
ま
で
の
会
計
年
度
内
に
全
て
の
収

納
や
支
払
い
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
翌
年
度
の
４
月
と
５
月
を
出
納

整
理
期
間
と
し
、
こ
の
間
に
未
収
金
や
未

払
い
金
の
整
理
を
行
い
ま
す
。
歳
入
の
市

債
な
ど
、
収
入
率
や
執
行
率
が
低
く
な
っ

て
い
る
科
目
が
あ
る
の
は
、
事
業
が
完
了

す
る
年
度
末
以
降
に
執
行
さ
れ
る
収
支
が

あ
る
た
め
で
す
。

　
今
回
お
知
ら
せ
す
る
「
財
政
公
表
」
は
、

決
算
額
と
は
異
な
り
、
平
成
　
年
３
月
末

２９

現
在
で
平
成
　
年
度
の
予
算
額
に
対
し
て

２８

ど
の
く
ら
い
収
入
が
あ
り
支
出
し
た
か
を

示
す
も
の
で
、
出
納
整
理
期
間
に
お
け
る

収
支
を
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
病
院
事
業
会
計
に
は
出
納
整
理

期
間
が
な
い
の
で
、
３
月
末
で
の
収
支
状

況
が
決
算
と
な
り
ま
す
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

は
じ
め
に

各
会
計
予
算
の
執
行
状
況

　
各
会
計
予
算
の
執
行
状
況
は
表
１
か
ら

表
３
の
と
お
り
で
、
一
般
会
計
の
収
入
で

は
予
算
の
　
・
４
％
に
当
た
る
　
億
５
，５

９０

４１

７
５
万
８
千
円
が
収
入
済
み
で
、
対
す
る

支
出
は
　
億
６
，５
５
９
万
１
千
円
と
予
算

３８

の
　
・
１
％
が
執
行
済
み
と
な
っ
て
い
ま

８４
す
。

　
ま
た
、
市
営
公
共
下
水
道
な
ど
４
つ
の

特
別
会
計
は
総
額
で
、
収
入
済
額
が
４
億

９
，５
８
１
万
２
千
円
、
支
出
済
額
が
７
億

４
，０
８
７
万
３
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
・
特
別
会
計
と
も
に
収
入
済

額
は
、
一
時
転
用
金
な
ど
に
か
か
る
収
入

を
除
い
て
お
り
、
支
出
済
額
が
収
入
済
額

を
上
回
っ
て
い
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、

一
般
会
計
か
ら
の
一
時
転
用
金
で
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
病
院
事
業
会
計
で
は
収
益
的
収
入
が
支

出
を
上
回
り
、
消
費
税
を
除
い
た
純
利
益

が
１
９
６
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

表１　一般会計の予算執行状況

収入率収 入 済 額予 算 現 額歳入科目

１００．０％２７億２，４７１万８千円２７億２，４７１万８千円地方交付税

１００．９％４億５，４１６万８千円４億５，００３万５千円国庫支出金

０．０％０千円３億１１７万１千円市 債

９２．５％２億７，７６６万３千円３億８万８千円使 用 料 等

９８．２％４億１，３１１万５千円４億２，０６５万２千円諸 収 入

９３．３％２億５８５万５千円２億２，０５８万１千円市 税

７４．０％１億１，７２８万円１億５，８４２万６千円道 支 出 金

１００．０％１億４，１７９万４千円１億４，１７９万３千円繰 越 金

９７．３％１億７，５５２万５千円１億８，０４７万９千円そ の 他

９２．１％４５億１，０１１万８千円４８億９，７９４万３千円合　 計

収入率収 入 済 額予 算 現 額歳入科目

１００．０％２６億７，６０５万３千円２６億７，６０５万３千円地方交付税

９７．９％３億９，２５７万８千円４億１１５万９千円国庫支出金

０．０％０円３億３，９２７万３千円市 債

９０．５％２億２，７６７万６千円２億５，１５６万５千円諸 収 入

９５．１％２億１，３２７万円２億２，４１５万６千円使 用 料 等

９４．６％２億８６万３千円２億１，２４０万５千円市 税

８１．７％１億１，５７４万円１億４，１５７万９千円道 支 出 金

１００．０％１億３，６３１万７千円１億３，６２９万４千円繰 越 金

９０．２％１億９，３２６万１千円２億１，４２３万円そ の 他

９０．４％４１億５，５７５万８千円４５億９，６７１万４千円合　 計

執行率支 出 済 額予 算 現 額歳出科目

９１．０％９億８，３０２万４千円１０億８，１４８万円民 生 費

９９．６％８億５，６６１万２千円８億５，９７１万円職 員 費

９６．８％６億２，８５８万円６億４，９２６万１千円衛 生 費

１００．０％４億８，８４０万９千円４億８，８５１万１千円公 債 費

４３．３％２億３４４万５千円４億６，９３７万３千円土 木 費

３３．１％１億９，０４０万７千円５億７，５０９万４千円総 務 費

９４．３％３億４，２２４万５千円３億６，３０５万６千円商 工 費

８４．１％１億７，９７０万１千円２億１，３７４万４千円教 育 費

８５．４％６，４３６万４千円７，５３４万４千円消 防 費

５６．９％７，０３４万５千円１億２，３７０万２千円そ の 他

８１．８％４０億７１３万２千円４８億９，７９４万３千円合　 計

執行率支 出 済 額予 算 現 額歳出科目

９２．４％１０億９，０１８万２千円１１億８，０３５万７千円民 生 費

９９．３％８億４，３９５万２千円８億４，９７４万３千円職 員 費

６５．９％４億３，２４８万１千円６億５，６２６万３千円土 木 費

１００．０％４億６，６５７万６千円４億６，６６８万１千円公 債 費

９７．０％４億２，７５１万３千円４億４，０６０万円衛 生 費

３３．３％１億４，２５１万３千円４億２，８４５万３千円総 務 費

９０．４％１億６，４４８万８千円１億８，１９３万９千円教 育 費

７８．０％９，５４９万９千円１億２，２４３万６千円商 工 費

７７．２％２，８９１万６千円３，７４４万４千円消 防 費

７４．５％１億７，３４７万１千円２億３，２７９万８千円そ の 他

８４．１％３８億６，５５９万１千円４５億９，６７１万４千円合　 計

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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収
入
予
算
の
４
・
6
％
に
当
た
る
市
税

は
、
２
億
1
，２
４
０
万
５
千
円
の
予
算
額

に
対
し
収
入
済
額
は
２
億
　
万
３
千
円
、

８６

９
4
・
６
％
の
収
入
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
収
入
内
訳
は
表
４
の
グ
ラ
フ
の

と
お
り
で
す
。

市
税
の
収
入
状
況

　
市
が
、
多
額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
道

路
整
備
や
施
設
建
設
な
ど
大
規
模
事
業
を

行
う
場
合
、
国
等
か
ら
事
業
資
金
を
借
り

入
れ
ま
す
。
こ
れ
が
市
債
で
、
市
の
借
金

に
な
り
ま
す
。

　
市
債
現
在
高
の
総
額
は
表
５
の
と
お
り
、

全
会
計
あ
わ
せ
て
　
億
５
，０
９
１
万
２
千

５７

円
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
同
期
と
比
べ
る

と
２
億
１
１
３
万
７
千
円
減
少
し
て
い
ま

す
。

市
債
の
状
況

基
金
の
状
況

　
市
債
（
市
の
借
金
）
に
対
し
、
市
の
貯

金
に
相
当
す
る
の
が
財
政
調
整
基
金
な
ど

の
各
種
基
金
で
す
。

　
本
市
に
は
表
６
の
と
お
り
、
目
的
に
応

じ
た
基
金
が
あ
り
ま
す
。
基
金
現
在
高
の

合
計
は
　
億
４
，４
１
９
万
３
千
円
で
、
前

３０

年
同
期
と
比
べ
６
億
４
，９
７
１
万
７
千
円

増
加
し
ま
し
た
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

表２　特別会計の予算執行状況

執行率支 出 済 額収入率収 入 済 額予 算 現 額会　　　計

９９．７％３億１，７７４万８千円２４．６％７，８４５万９千円３億１，８８１万１千円市営公共下水道

９７．６％２，４５５万５千円０．０％０円２，５１４万７千円市営神威岳観光

８８．９％３億２，２８０万４千円９５．６％３億４，７２５万２千円３億６，３２０万８千円国民健康保険

９７．２％７，５７６万６千円８９．９％７，０１０万１千円７，７９５万８千円後期高齢者医療

９４．４％７億４，０８７万３千円６３．２％４億９，５８１万２千円７億８，５１２万４千円総　　　額

収　　益　　的　　収　　支
区分

執行率決　算　額予 算 現 額

１００．６％５億９，３１３万１千円５億８，９５２万８千円収入

９７．４％５億８，４４３万６千円６億２８万６千円支出

資　　本　　的　　収　　支
区分

執行率決　算　額予 算 現 額

１００．０％５，３６７万３千円５，３６８万８千円収入

１００．０％６，４４３万１千円６，４４５万９千円支出

表３　企業会計の決算状況（病院事業）

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額

１，０７５万８千円は、過年度分損益勘定留保資金

で補てんしています。

市民１人当たりの貯金額　８７２，５１２円

（前年同期と比べ、２１２，３３１円の増）

表６　基金の状況

現　在　高区　　　　分

２３億４，０００万円財政調整基金

２億円減債基金

47５万円ふるさと応援基金

9２２万１千円市営改良住宅敷金基金

１，０２３万４千円市営住宅敷金基金

１億９，５００万７千円過疎地域自立促進特別事業基金

５，１３２万５千円東光最終処分場閉鎖基金

１億５，０００万円国民健康保険事業財政調整基金

８，３６５万６千円北海道市町村備荒資金組合

３０億４，４１９万３千円総　　　　　額

６億４，９７１万７千円前年同期との比較増減

市民１人当たりの借金額　１，６４８，２９８円

（前年同期と比べ、７，２５９円の増）

表５　市債の状況

現　在　高会　　　　計

４０億８，６２８万７千円一般会計

１２億８，８１６万８千円市営公共下水道特別会計

１，２２８万５千円市営神威岳観光特別会計

３億６，４１７万２千円病院事業会計

５７億５，０９１万２千円総　　　　　額

▲２億１１３万７千円前年同期との比較増減

表４　市税の収入状況

市民１人当たりの市税負担額　５７，５７０円

（前年同期と比べ、２，０２４円の増）
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医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
前
年

の
所
得
に
よ
り
１
割
（
一
般
）
と

３
割
（
現
役
並
み
所
得
者
）
に
分

か
れ
ま
す
。

※
自
己
負
担
割
合
（
１
割
ま
た
は

３
割
）
は
、
有
効
期
限
内
で
も

所
得
や
世
帯
構
成
の
変
更
に
よ

り
再
判
定
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
負
担
割
合
が
変
更
に
な

る
場
合
に
は
、
新
し
い
保
険
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
現
役
並
み
所
得
者
と
は

　
市
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万

円
以
上
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者
（
以
下
「
加
入
者
」
と

い
い
ま
す
）
及
び
そ
の
方
と
同
じ

世
帯
の
加
入
者
は
、
負
担
割
合
が

３
割
の
「
現
役
並
み
所
得
者
」
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
に
該
当

す
る
方
は
、
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ

窓
口
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
同
一
世
帯
に
加
入
者
が
１
人
の

場
合

　
加
入
者
本
人
の
収
入
額
が
３
８

３
万
円
未
満
の
と
き
。
ま
た
は
同

一
世
帯
の
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の

７０

７４

方
と
加
入
者
本
人
の
収
入
の
合
計

が
５
２
０
万
円
未
満
の
と
き
。

医
療
費
の
自
己
負
担
割

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合合

の
食
事
代
を
含
む
）
の
自
己
負
担

限
度
額
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
す
。

　
現
在
使
用
中
の
減
額
認
定
証
は
、

保
険
証
と
同
時
期
に
更
新
さ
れ
ま

す
。

　
保
険
証
と
は
違
い
新
し
い
減
額

認
定
証
が
届
い
て
も
、
８
月
１
日

ま
で
古
い
も
の
は
廃
棄
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
減
額
認
定
証
の

色
は
だ
い
だ
い
色
に
変
わ
り
ま
す
。

■
減
額
認
定
証
の
適
用
区
分

　
自
己
負
担
限
度
額
等
の
軽
減
区

分
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
区
分
 
　
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
の
方

▼
区
分
 
　
区
分
Ⅱ
に
該
当
す
る

方
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

▽
世
帯
全
員
の
所
得
が
０
円
で
、

公
的
年
金
収
入
の
み
の
場
合
は
、

そ
の
受
給
額
が
　
万
円
以
下
の

８０

方
▽
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

減
額
認
定
証
の
更

減
額
認
定
証
の
更
新新

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
等等

▼
同
一
世
帯
に
加
入
者
が
２
人
以

上
の
場
合

　
加
入
者
の
収
入
の
合
計
が
５
２

０
万
円
未
満
の
と
き
。

※
原
則
と
し
て
、
申
請
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
か
ら
適
用
に
な
り

ま
す
。

【
例
】
８
月
　
日
に
申
請
→

１６

　
　
　
　
　
９
月
１
日
か
ら
適
用

　
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」（
以
下
「
保
険
証
」
と
い
い
ま
す
）

の
有
効
期
限
が
平
成
　
年
７
月
　
日
を
も
っ
て
満
了
と
な
り
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な

２９

３１

り
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
古
い
保
険

証
を
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
の
色
は
黄
色
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
証
は
１
年
ご
と
の
更
新
の
た
め
、
今
回
お
送
り
す
る
保
険
証
の
有
効
期
限
は
平

成
　
年
７
月
　
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

３０

３１

〈
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
・
市
役
所
１
階
緯
４
２
～
３
２
１
７
〉

後
期
高
齢
者
医
療
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度度

保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま

保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま
すす
！！

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

ど
の
標
準
負
担
額
を
支
払
い
ま
す
。

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
減

額
認
定
証
を
ま
だ
お
持
ち
で
な
い

方
は
、
入
院
の
際
に
減
額
認
定
証

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
へ
減
額
認
定

証
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
が
有
効
と

な
る
の
は
、
申
請
日
の
属
す
る
月

の
初
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　
申
請
が
遅
れ
る
と
、
食
事
代
等

は
払
い
戻
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
各
区
分
で
の
標
準
負
担
額
は
、

次
ペ
ー
ジ
表
２
の
と
お
り
で
す
。

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
以
下
「
減
額
認
定
証
」
と
い
い

ま
す
）
は
、
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
の
医
療
費
（
入
院
し
た
と
き

　
入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
ほ
か
、
食
事
代
な

　
１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、
超
え

た
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
を
医
療
機

関
に
提
示
し
、
入
院
及
び
外
来
医

療
費
の
額
に
よ
っ
て
は
、
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
病
院
窓
口

で
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
各
区
分
で
の
自
己
負
担
限
度
額

は
、
次
ペ
ー
ジ
表
１
の
と
お
り
で

す
。

高
額
療
養

高
額
療
養
費費
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※減額認定証の適用区分が区分Ⅱの方で、「長期入院該当年月日」欄に日付が未記入であり、過去１２

か月の入院日数が９０日を超えた場合、申請することにより食事代がさらに軽減されます。領収書

等の入院日数が確認できるものを持参のうえ、戸籍保険グループへお越しください。

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

高
額
介
護
合
算
療
養

高
額
介
護
合
算
療
養
費費

　
同
じ
世
帯
の
加
入
者
が
１
年
間

に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の

合
計
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

そ
の
超
え
た
額
が
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
及
び
介
護
保
険
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

医
療
費
通
知
の
発

医
療
費
通
知
の
発
行行

　
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
に
健
康
や

医
療
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
医
療
費
総
額
な

ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
「
医

療
費
通
知
」
を
、
医
療
機
関
等
を

受
診
し
た
全
て
の
被
保
険
者
の
皆

さ
ま
へ
送
付
し
ま
す
。

　
発
送
月
は
、
９
月
と
３
月
の
年

２
回
で
す
。

※
こ
の
通
知
書
を
確
定
申
告
な
ど

の
「
医
療
費
控
除
」
の
領
収
書

の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

▼
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
緯
０
１
１
～
２
９
０
～

５
６
０
１
）

▼
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所

１
階
緯
４
２
～
３
２
１
７
）

左以外の入院療養病床への入院

区　　　分
食事代
（１食）

居住費（１日）
食事代
（１食）

平成29年10月から平成29年9月まで

３６０円370円　　 ３２０円 　　４６０円現役並み所得者・一般

２１０円厚生労働大臣の定

める者（指定難病

患者を除く）は

200円、指定難病

患者は０円

厚生労働大臣の定

める者は０円

２１０円

９０日までの入院

区分 

市民税
非課税
世　帯

１６０円過去12か月で９０日を
超える入院

１００円

１３０円８０万円以下の年金受
給者

区分 

0円　　 ０円 　　１００円老齢福祉年金受給者

【表２】入院時の食事代などの標準負担額

自己負担限度額

区　　　分 平成２９年８月から平成２９年７月まで

外来＋入院
〔世帯単位〕

外来
〔個人単位〕

外来＋入院
〔世帯単位〕

外来
〔個人単位〕

　（医療費総額－

　２６７，０００円）×１％　

  ＋８０，１００円

（多数該当４４，４００円※）

５７，６００円

　（医療費総額－

　２６７，０００円）×１％    

  ＋８０，１００円

（多数該当４４，４００円※）

　４４，４００円 現役並み所得者

５７，６００円

（多数該当４４，４００円※）

１４，０００円

（年額上限１４４，０００円）
４４，４００円１２，０００円 一　　般

２４，６００円

８，０００円　　　

　　　 

２４，６００円

８，０００円 

区分 市民税
非課税
世　帯 １５，０００円１５，０００円区分 

【表１】１か月の医療費自己負担限度額

※過去12か月の高額療養費の支給が４回目からは多数該当が適用されます。
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  亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨

　
市
で
は
、
北
海
道
と
協
力
し
て

各
種
助
成
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
か
の
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
で
、
次
の
制
度

に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
医
療
費
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

■
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

に
か
か
る
医
療
費

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１

級
ま
た
は
２
級
の
方
及
び
３
級

の
一
部
（
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼

吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小

腸
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
、
肝
臓
の
機
能
に

か
か
る
障
が
い
）
の
方

②
重
度
の
知
的
障
が
い
が
あ
る
方

③
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
に
該

当
す
る
方
（
外
来
、
訪
問
看
護

の
み
）

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

①
　
歳
未
満
の
子
を
扶
養
ま
た
は

２０監
護
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

の
母
ま
た
は
父
の
入
院
医
療
費

②
①
の
家
庭
の
子
の
入
院
・
外
来

医
療
費

③
両
親
の
死
亡
や
行
方
不
明
な
ど

に
よ
り
、
他
の
家
庭
で
扶
養
さ

れ
て
い
る
　
歳
未
満
の
子
の
入

２０

院
・
外
来
医
療
費

※
　
歳
以
上
の
子
は
一
定
の
要
件

１８が
必
要
。

■
子
ど
も
医
療

　
上
記
以
外
の
子
ど
も
（
　
歳
に

１８

達
す
る
日
の
年
度
の
末
日
ま
で
）

に
か
か
る
入
院
・
外
来
医
療
費
。

▼
収
入
要
件

　
対
象
者
本
人
が
　
歳
に
達
す
る

１８

日
の
年
度
の
末
日
ま
で
は
特
別
な

場
合
を
除
き
収
入
要
件
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
以
外
は
、
収
入
要
件

が
あ
り
状
況
に
よ
っ
て
は
認
定
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
助
成
の
内
容

　
各
医
療
費
に
お
け
る
助
成
の
内

容
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

福

祉

医

療

助

成

制

福

祉

医

療

助

成

制

度度

■
問
い
合
わ
せ
　
戸
籍
保
険
グ
ル

ー
プ
（
市
役
所
１
階
緯
４
２
～

３
２
１
７
）

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■各医療費の助成内容

市民税課税世帯（１８歳に達する日の年度の末日までの子どもを
除く）

　医療費負担は１割です。ただし、１か月に負担する医療費が
下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給され
ます。

　【１か月の自己負担限度額】（平成２９年７月まで）

１２，０００円外来（個人単位）

４４，４００円入院＋外来（世帯単位）

　【１か月の自己負担限度額】（平成２９年８月から）

１４，０００円
（年額上限１４４，０００円）

外来（個人単位）

５７，６００円
（多数該当４４，４００円※１）

入院＋外来（世帯単位）

※１　過去１２か月の自己負担限度額を超えたことによる助成が
４回目からは多数該当が適用されます。

市民税非課税世帯（１８歳に達する日の年度の末日までの子ども
を除く）

　医療費は無料です。ただし、初診に限り、下表の額を限度とす
る初診時一部負担金がかかります。

　【初診時一部負担金】

柔道整復歯　科医　科

２７０円５１０円５８０円

１８歳に達する日の年度の末日までの子ども

　医療費は無料です。

※医療機関によっては、一度自己負担が必要になる場合があリ
ます。

　
医
療
受
給
者
証
の
有
効
期
限
の

更
新
が
必
要
な
方
は
、
お
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
　
象
　
有
効
期
限
が
平
成
　２９

年
９
月
　
日
ま
で
の
次
の
医
療

３０

受
給
者
証
を
所
持
す
る
方

▽
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
進
行
防
止
対

策
（
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

業
）
医
療
受
給
者
証
（
青
色
）

▽
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
進
行
防
止
対

策
・
橋
本
病
重
症
患
者
対
策
医

療
受
給
者
証
（
緑
色
）

▼
受
　
付
　

▽
日
　
時
　
７
月
３
日
（
月
）
～

９
月
　
日
（
金
）（
土
・
日
・
祝

２９

祭
日
を
除
く
）
８
時
　
分
～
　

４５

１７

時
　
分
３０

※
９
月
以
降
申
請
の
場
合
、
結
果

通
知
が
　
月
に
な
る
こ
と
が
あ

１０

り
ま
す
の
で
、
更
新
が
必
要
な

方
は
で
き
る
だ
け
７
～
８
月
中

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
会
　
場
　
滝
川
保
健
所
（
滝
川

市
緑
町
２
丁
目
３
番
　
号
）

３１

▼
問
い
合
わ
せ
　
滝
川
保
健
所
健

康
推
進
課
保
健
係
（
緯
２
４
～

６
２
０
１
）

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎

　
医
療
受
給
者
証
の
更
新
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７
月
は
、「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
強
調
月
間
で
す
。

　
こ
の
運
動
は
、
全
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
、
今
年
も
「
犯
罪

や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
」
を
テ
ー
マ
に
運
動
が

展
開
さ
れ
ま
す
。

 

〈
福
祉
・
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
・
市
役
所
２
階
緯
４
２
～
３
２
１
３
〉

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、

今
年
で
　
回
目
を
迎
え
る
全
国
的

６７

な
運
動
で
す
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
で

は
、
毎
日
の
よ
う
に
事
件
の
ニ
ュ

ー
ス
な
ど
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す
た
め
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
は

全
て
の
人
の
望
み
で
す
。
取
り
締

ま
り
を
強
化
し
て
、
あ
や
ま
ち
を

犯
し
た
人
を
処
罰
す
る
こ
と
も
必

要
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
立
ち

直
ろ
う
と
決
意
し
た
人
を
社
会
で

受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
や
、
犯
罪

や
非
行
を
す
る
人
を
生
み
出
さ
な

い
家
庭
や
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ

と
も
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　
刑
罰
を
受
け
あ
や
ま
ち
を
深
く

反
省
し
再
び
生
き
て
い
く
こ
と
は
、

決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す
こ
と
や

あ
や
ま
ち
か
ら
の
立
ち
直
り
を
支

え
て
い
く
た
め
に
は
、
一
部
の
人

た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
家
庭
や
地

域
の
全
て
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
関
わ
っ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
つ
く
る
た
め
に
、
皆
さ
ん
の

温
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

社会を明るくする運動

講演会にご来場を！
　運動期間中は、広報ポスターやけ

んすい幕を掲示して、この運動を広

く皆さんに知っていただくとともに、

次により講演会を開催します。

　当日は、市内の小・中学生による

作文発表も行いますので、市民の皆

さんの参加をお願いします。

▼と　き　７月２０日（木）１７時３０分

▼ところ　うたみん

▼講　師　歌志内中学校

　　　　　校長　 水 
みず

 間 　
ま

 一 
かず

 仁 氏
ひと

▼主　催　社会を明るくする運動　

歌志内市実施委員会

第
　
回

 社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

67

■
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
と
一

体
的
な
活
動
を
実
施

　
道
で
は
７
月
を
「
青
少
年
の
非

行
・
被
害
防
止
道
民
総
ぐ
る
み
運

動
強
調
月
間
」
と
定
め
、
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
と
一
体
的
な
活

動
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
青
少
年
非
行
に

対
す
る
共
通
の
理
解
と
認
識
を
深

め
、
青
少
年
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

環
境
の
排
除
を
心
が
け
る
な
ど
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
青
少
年
を
非
行
か
ら
守
ろ
う

　
少
年
に
よ
る
凶
悪
な
犯
罪
や
薬

物
乱
用
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
出
会
い
系
サ

イ
ト
や
児
童
虐
待
等
に
よ
る
子
ど

も
の
被
害
、
い
じ
め
問
題
な
ど
、

少
年
の
非
行
防
止
、
被
害
防
止
に

お
い
て
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
に
は
、
親
や
大

人
の
言
動
や
姿
勢
、
社
会
の
あ
り

方
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
子
ど
も
が
伸
び
伸
び
健
や

か
に
育
つ
環
境
を
整
え
る
の
は
大

人
た
ち
の
責
任
で
す
。

■
子
ど
も
は
社
会
を
映
す
鏡

　
大
人
が
率
先
し
て
実
践
す
べ
き

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま

ず
、
大
人
自
身
が
変
わ
る
こ
と
。

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
を
温
か
く
見

守
り
、
支
え
て
あ
げ
る
こ
と
。
行

動
や
後
ろ
姿
で
、
大
切
な
こ
と
を

示
せ
る
大
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

■
家
族
の
時
間
を
大
切
に

　
北
海
道
青
少
年
育
成
協
会
で
は
、

家
族
団
ら
ん
の
時
間
を
増
や
す
こ

と
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
毎
月
第

３
日
曜
日
を
「
道
民
家
庭
の
日
」

と
定
め
、
こ
の
日
は
家
族
そ
ろ
っ

て
の
食
事
や
、
家
庭
的
作
業
を
行

う
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
子
ど

も
に
と
っ
て
、
家
庭
は
社
会
の
出

発
点
。
非
行
防
止
は
家
庭
か
ら
。

家
族
が
触
れ
合
う
時
間
を
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。

〈
青
少
年
セ
ン
タ
ー
・
社
会
教
育

グ
ル
ー
プ
緯
４
２
～
４
２
２
３
〉

毎
年
７
月
は
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止

 

道
民
総
ぐ
る
み
運
動
強
調
月
間
！
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▼
地
域
で
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行

う
な
ど
、
子
ど
も
を
犯
罪
被
害

か
ら
守
る
取
り
組
み
を
広
げ
ま

し
ょ
う
。

▼
町
内
会
な
ど
で
行
う
防
犯
活
動

に
、
積
極
的
に
参
加
し
ま
し
ょ

う
。

▼
子
ど
も
は
「
地
域
の
子
」
と
し

て
目
を
配
り
ま
し
ょ
う
。

▼
一
人
で
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
や

不
自
然
な
子
ど
も
連
れ
を
見
か

け
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
一
声

か
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
防
犯
協
会
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー

・
赤
歌
警
察
署
で
は
、
合
同
で
市

内
の
商
店
や
事
業
所
な
ど
に
、
万

一
の
場
合
に
子
ど
も
駆
け
込
み
所

と
な
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
が
「
こ
ど
も
１
１
０
番
の

家
」
で
、
犯
罪
や
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も

が
、
周
囲
の
大
人
に
す
ぐ
、
助
け

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
子
ど
も
が
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
登
下
校
時
や
公
園
な
ど
で
遊
ん
で
い
る
と
き
で

す
。
こ
れ
ま
で
も
、
下
校
途
中
の
児
童
生
徒
が
不
審
者
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
り
、
追
い
か
け
ら
れ
た
り

す
る
な
ど
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
犯
罪
か
ら
子
ど
も
を
守
る
と
と
も
に
、
青
少
年
の
健
全
育
成
を
進
め
る
た
め
に
は
、
学
校
や
警
察
だ
け

で
は
限
界
が
あ
り
、
保
護
者
・
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
が
た
い
へ
ん
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
安
全
・
安
心
な
学
校
・
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

〈
青
少
年
セ
ン
タ
ー
・
社
会
教
育
グ
ル
ー
プ
緯
４
２
～
４
２
２
３
〉

▼
登
下
校
の
時
間
帯
に
あ
わ
せ
て

犬
の
散
歩
や
買
い
物
に
出
か
け

る
な
ど
、
日
常
か
ら
防
犯
意
識

を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

参
加
し
、
犯
罪
か
ら
身
を
守
る

教
育
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
少
し
で
も
危
険
を
感
じ
た
と
き

は
、
走
っ
て
逃
げ
た
り
、
大
声

で
助
け
を
求
め
た
り
す
る
こ
と

を
子
ど
も
に
教
え
ま
し
ょ
う
。

▼
子
ど
も
と
一
緒
に
「
こ
ど
も
１

１
０
番
の
家
」
の
場
所
を
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▼
子
ど
も
が
出
か
け
る
と
き
は
、

必
ず
行
き
先
や
帰
る
時
間
な
ど

を
告
げ
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

▼
危
険
な
目
に
遭
っ
た
と
き
は
、

親
に
必
ず
話
す
よ
う
子
ど
も
に

指
導
し
ま
し
ょ
う
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

万
一
の
駆
け
込
み
所
を

万
一
の
駆
け
込
み
所
を
確確

認
し
て
お
き
ま

認
し
て
お
き
ま
しし
ょ
う
ょ
う

地
域
の
皆
さ
ん

地
域
の
皆
さ
ん
へへ

保
護
者
の
皆
さ
ん

保
護
者
の
皆
さ
ん
へへ

　
市
・
教
育
委
員
会
・
青
少
年
セ

ン
タ
ー
で
は
、
防
犯
協
会
の
全
面

的
な
協
力
を
得
て
、
青
色
防
犯
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、
子
ど
も
た

ち
の
安
全
確
保
の
た
め
に
活
動
し

て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
で
子
ど

も
た
ち
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
子
ど
も
と
一
緒
に
防
犯
活
動
に

▼
不
審
者
を
見
か
け
た
り
、
不
審

な
情
報
を
聞
い
た
り
し
た
と
き

は
、
警
察
や
学
校
へ
連
絡
し
ま

し
ょ
う
。　

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ
るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
でででででででででででででででででででででででででで
子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
もももももももももももももももももももももももももも
をををををををををををををををををををををををををを

犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯
罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
らららららららららららららららららららららららららら
守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守
ろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ
うううううううううううううううううううううううううう
鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧鎧

す
る
た
め
の
取
り
組
み
で
す
。　

　
「
こ
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
に

協
力
し
て
い
る
商
店
な
ど
に
は
プ

レ
ー
ト
が
掲
げ
ら
れ
、
危
険
を
感

じ
て
助
け
を
求
め
て
き
た
子
ど
も

を
保
護
し
、
警
察
な
ど
に
通
報
し

て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
次
ペ
ー
ジ
の
表
で
、
地
域
の
ど

こ
に
あ
る
の
か
親
子
で
確
認
し
、

助
け
の
求
め
方
な
ど
に
つ
い
て
話

し
合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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こ
ど
も
１
１
０
番
の
家
に
協
力

い
た
だ
い
て
い
る
市
内
の
商
店
や

事
業
所
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
歌
志
内
運
送
叙

▼
東
光
児
童
館

▼
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
歌
志
内
東
光
店

▼
歌
志
内
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

　
タ
ー

▼
女
上
川
酒
店

▼
女
古
川
履
物
店

▼
歌
志
内
商
工
会
議
所

▼
叙
吉
田
組

▼
歌
志
内
市
郷
土
館
ゆ
め
つ
む
ぎ

▼
歌
志
内
郵
便
局

▼
畔
地
生
花
店

▼
歌
志
内
市
消
防
本
部

▼
明
円
工
業
叙
本
社

▼
明
円
工
業
叙
歌
志
内
給
油
所

▼
女
明
和
運
輸

▼
叙
和
泉
組

▼
歌
志
内
市
社
会
福
祉
協
議
会

▼
叙
加
藤
電
機
商
会

▼
イ
ワ
タ
ニ
北
海
道
叙
歌
志
内
プ

　
ロ
パ
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４２～４６６４ 山 　
やま

 川 　
かわ

 義 　
よし
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のぶ

神威神楽岡町内会４２～３２４５ 宮 　
みや
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ざき

 公 　
きみ

 英 
ひで
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４２～４６４６ 小 　
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